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出品ルール 

共通 

出品時 

注意事項 

Rsオークションが指定する出品および集荷依頼期間は、Rsオークションオ

ンラインサイト上で告知する通りとします。 

出品者は、第三者からの委託を受けた商品（以下、「委託品」という。）

を出品する場合、出品商品は出品者と当該第三者との間で適法に委託を受

けた商品である場合に限り、出品ができるものとします。このとき、当該

委託品について何らかの問題が生じた場合、出品者は自己の責任と負担で

解決にあたるものとし、Rsオークションは一切の責任を負わないものとし

ます。 

出品者が委託品を出品する場合、Rsオークションは当該委託を証明する書

面の提出を求めることがあります。その場合、出品者はその書面の提出を

拒むことはできないものとします。 

出品者がやむを得ず出品を取り消す場合、またはRsオークションの判断で

出品を取り消した商品の返却は原則該当のRsオークション終了後となりま

す。また、落札成立後の出品者からの出品取消は原則できません。 

出品商品に保護テープ等が巻かれている場合、検品の目的でRsオークショ

ンが剥がすことがあります。新品商品等で剥がせない理由がある場合、出

品者は商品発送時にあらかじめRsオークションにお知らせください。 

出品を 

お断りする 

商品 

RsオークションではCVD（Chemical Vapor Deposition）ダイヤモンドを合

成ダイヤモンドとみなし、出品をお断りします。 

象牙・象牙製品は、希少動植物保護の観点、および「種の保存法」に基づ

き、出品をお断りします。 

ガラス製品、陶磁器製品、枝サンゴ等、繊細な取扱いを必要とする商品の

出品はお断りします。なお、万が一、ご出品頂いた場合でも、品質、コン

ディション等、一切の責任を負いかねます。 

価格設定 

Rsオークションの入札開始金額の設定は、Rsオークションにて設定するも

のとします。なお、金相場の急激な変動など、オークション開催に重大な

影響を及ぼすと判断した場合は、Rsオークションの判断により大会中にお

いても入札開始金額を変更することができるものとします。 

出品者が落札金額に下限を設定する場合、出品商品リストの指定金額欄に

指値金額を入力してください。なお、指値金額は、Rsオークションオンラ

インサイトで公開されます。出品者は公開されることを了承したうえで指

値金額を入力するものとします。Rsオークションオンラインサイトで公開

された後の指値金額の変更は一切受け付けません。 

原則指値金額は、8日会は30,000円以上・23日会は1万円以上とします。 

事前に指値金額を設定していないまたは誤って設定した商品の、落札金額

に関する出品者からのクレームは一切受け付けません。また、指値金額が

落札予想金額を大幅に上回るとRsオークションが判断した場合、指値金額

の変更をする場合があります。 



2 

 

 

 

 

 

 

出品ルール 

時計 

商品情報登録 

電波時計及びGPS時計は出品者の動作保証とします。やむを得ず、動作を

保証出来ない場合は「現状」または「動作保証なし」と記載の上出品して

ください。 

当社による検品時に止まっているクォーツおよびソーラークォーツがあっ

た場合は、当社にて「電池切れ」と表記をし、出品者の動作保証としま

す。 

出品者は、やむを得ず動作保証が出来ない時計を出品する場合、「現状」

または「動作保証なし」と入力してください。表記が無いものは全て出品

者保証となります。 

時計の宝石装飾部分に関して出品商品リストに表記が無い場合は「ダイヤ

純正保証」「ベゼルダイヤ」等を当社にて追記し、出品者保証とします。 

装飾部分を保証できない場合は、「ダイヤ保証なし」「ダイヤ見た目」等

を表記してください。 

出品者は型式番号を入力してください。 

出品者は、やむを得ずパテックフィリップやアンティークなど、アーカイ

ブ保証出来ない時計を出品する場合は、「アーカイブ保証なし」と表記し

てください。 

その他 
永久カレンダー等、特殊な機能を持つ時計を出品する場合、出品者は操作

方法や取扱い方法をあらかじめ当社にお知らせください。 

宝石 商品情報登録 

出品者は、宝飾品類を出品する場合、重量をグラムで計量し記載してくだ

さい。 

出品者は、充填およびコーティング、着色、張り合わせ等の合成および処

理等が施された商品を出品する場合、それらを必ず明記してください。 

出品商品リストへの宝石の石目表記は左から主石、脇石となるようにして

ください。この通り記載されていない場合は、クレームの対象となりま

す。 

出品商品リストに石のカラット数の記載が無い場合でも、商品本体にカラ

ット刻印がある場合は、Rsオークションにて記載します。 

石のカラット数を出品者が保証しない場合、出品者は出品商品登録時に予

め石目保証なし」と記載したうえで出品してください。なお、「石目保証

なし」でも商品本体にカラット刻印がある場合は、Rsオークションにてカ

ラット数を記載したうえで「石目保証なし」と併記します。 
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なお、石目見た目と登録時に記載があるものにつきましては、Rsオークシ

ョンにて石目保証なしに変更させていただきます。 

宝石ルースの代金はガイ計算ではなく、ピース代金です。 
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